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２．平成29年度各課事業評価報告
★（重点課題）

課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

146

（１）①ワーク・ラ
イフ・バラン
スに関する情
報の提供

市民を対象に、ワーク・ライ
フ・バランスや育児・介護休
業法、労働時間短縮等に関す
る講座の開催や情報提供を行
います。

協働コミュニティ課 講座の開催等による情報提
供を行う。

147

協働コミュニティ課 東京都と連携した事業の実
施や清瀬市・東久留米市・
西東京市の３市で講座を開
催する。また、男女平等推
進センター内でチラシの配
布等情報提供を行う。

148

産業振興課 市民への普及啓発資料とし
て「ポケット労働法2017」
を出版・配布する。

149

②ワーク・ラ
イフ・バラン
ス推進企業の
紹介

ワーク・ライフ・バランスを
推進している市内企業につい
て情報収集し、市内の企業・
事業所、ならびに市民に向け
て取り組みを紹介します。

協働コミュニティ課 ワーク・ライフ・バランス
を推進している企業の紹介
を行う。

150

協働コミュニティ課 東京都と連携した事業の実
施や清瀬市・東久留米市・
西東京市の３市で講座を開
催する。また、男女平等推
進センター内でチラシの配
布等情報提供を行う。

151

産業振興課 市民への普及啓発資料とし
て「ポケット労働法2017」
を出版・配布する。

152

②市内企業の
男女平等意識
調査の実施

市内企業・事業所を対象に、
男女平等に関する意識やワー
ク・ライフ・バランスの取り
組みについて実態調査を行い
ます。

協働コミュニティ課 清瀬市・東久留米市・西東
京市の３市で実施している
事業で、「ワーク・ライ
フ・バランスに関する企業
等意識実態調査」を実施す
る。

市内企業・事業所を対象に、
都や商工会等と連携して、労
働時間短縮や育児・介護休業
法の周知と啓発を行うととも
に、仕事と子育て・介護等と
の両立支援のための情報提供
を行います。

①ワーク・ラ
イフ・バラン
スに関する意
識啓発

（２）

Ⅲ-1★

（３）

体系番号 担当課目標

市内企業・事業所に向けて、
都や商工会等と連携して、男
女の固定的性別役割分担に基
づく制度や慣行の見直しなど
男女平等参画に関すること
や、労働関係法に関すること
などの情報提供を行います。

①男女ともに
働きやすい職
場づくりに関
する情報の提
供
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

Ａ

11月に東京都主催、西東京市・三鷹市・昭島市後
援で「ダイバーシティー＆インクルージョンの推
進に向けて」と題して２回連続セミナーを開催し
た。
また、男女平等推進センター内でワーク・ライ
フ・バランスに関する掲示を行い、育児・介護休
業法などが掲載されている「ポケット労働法
2017」（編集：東京都産業労働局）を産業振興課
の依頼により窓口に設置した。

引き続き、情報提供に努め
る。

Ｂ

セミナーの開催は評価できま
す。引き続き、情報提供に努
めてください。配布物に関し
て、より適切な配布物を検討
するように、昨年度の評価で
指摘しておりましたが、改善
されていません。改善の余地
ありのため、Ｂ評価としま
す。

Ｂ

６月に東京都主催、西東京市・武蔵野市・国分寺
市・清瀬市・東久留米市後援で「”制約社員”の
急増と仕事との両立支援・就業継続のあり方につ
いて」と題して２回連続セミナーを開催した。
働きやすい職場づくりを推進する市内事業所の経
営者を紹介した情報誌パリテVol.19を、市内事業
者に配布した。
また、育児・介護休業法（平成30年1月1日施行対
応）などが掲載されている「ポケット労働法
2017」（編集：東京都産業労働局）を産業振興課
の依頼により窓口に設置・配布したり、各自治体
で作成した講座のチラシや情報誌を設置し、情報
提供に努めた。

引き続き、情報提供に努め
る。

Ｂ

セミナーの開催は評価できま
す。引き続き、情報提供に努
めてください。情報誌パリテ
の市内事業者への配布も継続
してください。

Ｂ

「ポケット労働法2017」を産業振興課ほか関係部
署にて配布。

今後も継続実施の予定。

Ｃ

ワークライフバランスに関す
る意識啓発、特に子育て・介
護等との両立支援のための情
報提供を担う本事業において
は、ポケット労働法の配布で
は不十分な取組みと判断しま
す。よりふさわしいパンフ
レット等を検討して下さい。

Ｂ

東京都産業労働局のホームページで、ワークライ
フバランス推進企業を紹介しており、そのうち西
東京市に住所のある２件の企業をパリテ内で紹介
した。
働きやすい職場づくりを推進する市内事業所の経
営者を紹介した情報誌19号を、市民及び市内事業
者に配布した。

引き続き、ワーク・ライ
フ・バランスを推進してい
る企業の紹介を行う。

Ｂ

ワークライフバランス推進企
業の紹介はワークライフバラ
ンスの意識づくりに貢献しま
す。引き続き取り組みを推進
してください。

Ｂ

６月に東京都主催、西東京市・武蔵野市・国分寺
市・清瀬市・東久留米市後援で「”制約社員”の
急増と仕事との両立支援・就業継続のあり方につ
いて」と題して２回連続セミナーを開催した。
働きやすい職場づくりを推進する市内事業所の経
営者を紹介した情報誌パリテVol.19を、市内事業
者に配布した。
また、育児・介護休業法（平成30年1月1日施行対
応）などが掲載されている「ポケット労働法
2017」（編集：東京都産業労働局）を産業振興課
の依頼により窓口に設置・配布したり、各自治体
で作成した講座のチラシや情報誌を設置し、情報
提供に努めた。

引き続き、情報提供に努め
る。

Ｂ

セミナーの開催を評価しま
す。男女の固定的性別役割分
担に基づく制度や慣行の見直
しは重要であり、事業執行の
加速を期待します。

Ｂ

「ポケット労働法2017」を産業振興課ほか関係部
署にて配布。

今後も継続実施の予定。

Ｃ

事業内容と担当課目標に乖離
があります。取組み計画が不
十分です。

Ｂ

調査結果の検証を行った。
ワーク･ライフ･バランスについての啓発が引き続
き必要であることから、男女平等推進センター内
で啓発のための掲示を行った。
29年度はワーク･ライフ･バランスに関する主催事
業の実施はなかったが、市民意識･実態調査の結
果と合わせ、次年度以降の事業実施に活用した
い。

事業は完了し、今後の事業
展開に活用する。

Ｂ

昨年度に調査を行い、今年度
は検証し、次年度でも検証が
必要では評価が難しいです。
また、昨年度の担当課評価に
おける次年度の課題と今年度
の担当課における次年度の課
題のコメントが同一です。事
業内容自体は調査を行うとこ
ろまでなので、「事業は完了
し、今後の事業展開に活用す
る。」という報告で良いので
はないでしょうか。

男女平等参画推進委員会評価担当課評価
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

153

③市内事業者
団体に対する
情報の提供

市内事業者団体と連絡会を開
催し、男女平等参画に関する
意見交換会を行います。

協働コミュニティ課 平成27年度から3年間の予
定で実施している、清瀬
市・東久留米市・西東京市
の３市の男女共同（平等）
推進センター連携事業で、
企業や人事労務管理部門の
方を対象とした講座を実施
する。

154

④市内企業と
の連携事業の
実施

都や商工会、市内企業・事業
所等と連携を図りながら、
ワーク・ライフ・バランスの
取り組みについて、啓発と情
報交換を行います。

協働コミュニティ課 東京都と連携した事業、清
瀬市・東久留米市・西東京
市の３市の男女共同（平
等）推進センター連携事業
で、労働者・事業主等に対
して情報提供をする。

155

協働コミュニティ課 清瀬市・東久留米市・西東
京市の３市の男女共同（平
等）推進センター連携事業
で、女性の起業支援事業を
実施する。また、チラシや
啓発誌などで情報を提供す
る。

156

産業振興課 市民への普及啓発資料とし
て「ポケット労働法2017」
を出版・配布する。

157

協働コミュニティ課 講座の開催や情報誌「パリ
テ」等による情報提供を行
う。

158

健康課 妊娠届出時、ファミリー学
級、男性対象の栄養講座等
の機会に、周知や情報提供
に努める。

159

公民館 男性の家事や育児への参加
の促進につながる講座を開
催する。

160

協働コミュニティ課 ワーク・ライフ・バランス
に関する講座を実施する。
またパリテ窓口で、産業振
興課が発行（東京都が編
集）する育児・介護休業法
が記載されている「ポケッ
ト労働法2016」を配布す
る。

161

健康課 冊子の配布を継続して実施
する。情報の記述につい
て、工夫改善に努める。

Ⅲ-1★（３）

Ⅲ-2

（１）

②男性の育児
休業取得の啓
発

男性の育児休業取得に向け
て、育児・介護休業法の周知
や取得事例を紹介するなど、
啓発を行います。

Ⅲ-1★

（３）

男性を対象に、家事や育児に
ついて関心や興味を高め、参
加の促進につながるような情
報を提供します。

①男性向け家
事・育児に関
する情報の提
供

市内企業・事業所、市民を対
象に、都や商工会等と連携し
て、パートタイムや派遣労
働、テレワーク等について情
報提供を行います。

⑤多様な働き
方に関する情
報の提供
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ｃ

開催について検討を行うに留まった。
働きやすい職場づくりを推進する市内事業所の経
営者を紹介した情報誌パリテVol.19を、市内事業
者に配布した。

引続き、様々な事業者団体
と情報交換をしながら、連
携の方法を検討していく。

Ｃ

難しい事業ではありますが、
市内事業者団体との連絡会の
開催、意見交換会の実施に繋
がるよう、事業を加速してく
ださい。

Ｂ

６月に東京都主催、西東京市・武蔵野市・国分寺
市・清瀬市・東久留米市後援で「”制約社員”の
急増と仕事との両立支援・就業継続のあり方につ
いて」と題して２回連続セミナーを開催した。
働きやすい職場づくりを推進する市内事業所の経
営者を紹介した情報誌パリテVol.19を、市内事業
者に配布した。

引き続き、東京都等と連携
を図りながら、情報提供に
努める。

Ｂ

セミナーの開催は評価できま
す。引き続き、情報提供に努
めてください。市内企業との
連携については未実施に近い
ように思います。来年度の課
題にして下さい。

Ａ

「女性が頑張らずに自立するために必要な３つの
こと～自分らしく生きるための知恵を身に付けよ
う～」と題した講座を実施した（参加人数：10
人）。また、情報誌パリテVol.19で同講座を取り
上げ、市内企業・事業所や市民に配布した。
育児・介護休業法などが掲載されている「ポケッ
ト労働法
2017」（編集：東京都産業労働局）を産業振興課
の依頼により窓口に設置したりした。

引き続き、多様な働き方に
関する情報提供に努める。

Ｂ

セミナーの開催は評価できま
す。引き続き、情報提供に努
めてください。ただし、事業
内容と担当課目標と執行状況
の繋がりが明確ではありませ
ん。

Ｂ

「ポケット労働法2017」を産業振興課ほか関係部
署にて配布。

今後も継続実施の予定。

Ｃ

事業内容と担当課目標に乖離
があります。取組み計画が不
十分です。

Ａ

7月～９月に「地域にとびだせ！パパ講座」と題
して3回連続で男性向け子育て･家事講座を開催し
た（参加人数：延べ60人）。

引き続き、男性を対象とし
た家事・育児などの情報提
供に努める。 Ａ

評価できます。引き続き、情
報提供に努めてください。

Ａ

妊娠届出時、ファミリー学級、男性対象の栄養講
座等の機会に、周知や情報提供に努めた。

妊娠届出時の情報提供につ
いて、さらに工夫してい
く。 Ａ

評価できます。引き続き、情
報提供に努めてください。

Ｂ

「子育て世代、どう生きる？」「メンズクッキン
グ」など、男性の家事や育児の参加の促進につな
がる講座を開催した。

引き続き男性の家事や育児
への参加の促進につながる
講座を開催する。 Ｂ

評価できます。引き続き、情
報提供に努めてください。

Ａ

６月に東京都主催、西東京市・武蔵野市・国分寺
市・清瀬市・東久留米市後援で「”制約社員”の
急増と仕事との両立支援・就業継続のあり方につ
いて」と題して２回連続セミナーを開催した。11
月には東京都主催、西東京市・三鷹市・昭島市後
援で「ダイバーシティー＆インクルージョンの推
進に向けて」と題して、自ら育児休業を取得され
た渥美由喜さんを講師に迎え、２回連続セミナー
を開催した。また、「ポケット労働法2017」を配
布した。
また市内の”イクボス”を紹介した情報誌パリテ
Vol.19を、市民や市内事業者に配布した。

引き続き、情報提供を行い
ながら、啓発に努める。

Ｂ

渥美さんの講座は評価できま
す。６月の講座と事業内容の
繋がりが理解できません。ポ
ケット労働法よりも良い資料
があるはずです。情報誌パリ
テの内容は評価できます。

Ｂ

妊娠届出時配布冊子に「育児休業を男性も取得可
能」という情報を加えて新規作成し、H29年度か
ら配布を開始した。

冊子の配布は今後も継続し
て実施する。情報の記述に
ついて、工夫改善に努め
る。 Ｂ

引き続き、男性の育児休業取
得促進に向けた記述の工夫改
善に努めてください。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

162

職員課 庁内ＬＡＮによる情報提供
や個別相談による制度紹介
を行う。
特定事業主行動計画に基づ
く研修実施にともない、制
度や実際の取得者からの体
験談などを紹介する。

163 （２）

①介護休業取
得の啓発

介護休業取得に向けて、育
児・介護休業法の周知や取得
事例を紹介するなど、啓発を
行います。

職員課 庁内ＬＡＮによる情報提供
や個別相談による制度紹介
を行う。

164

高齢者支援課 窓口相談業務

165

②介護講座の
開催

仕事と介護の両立や介護保険
サービスについて情報提供を
行うとともに、介護に必要な
正しい知識と実践方法等につ
いて講座を開催します。

高齢者支援課 ・「介護保険と高齢者福祉
の手引き」の発行
・在宅介護教室事業

166

①子育てに関
する相談の実
施

仕事と育児の両立や、在宅で
子育てをしている親が、不安
を抱えず安心して子育てがで
きるよう、気軽に相談できる
窓口や体制の整備・充実を図
ります。

健康課 就労している母も参加可能
な事業については、継続し
て検討していく。
電話等、来所せずに相談で
きる機関(民間団体含む)が
あるという情報の提供に努
める。

167

生活福祉課 市報への掲載やリーフレッ
トの配布など、必要とされ
る方に情報が周知されるよ
うな周知・広報及び市民の
身近な相談役としての民生
委員の周知、広報を図る。

168

子育て支援課 母子・父子自立支援員によ
るひとり親相談を実施しま
す。

169

保育課 保育課窓口等の相談業務の
充実を図り、定期的に家庭
的保育事業者等の地域型保
育事業所を訪問するなど、
保育内容の指導・助言等の
充実を図る。

Ⅲ-3 （１）

（２）

Ⅲ-2

（１）

Ⅲ-2

②男性の育児
休業取得の啓
発

男性の育児休業取得に向け
て、育児・介護休業法の周知
や取得事例を紹介するなど、
啓発を行います。
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ａ

①育児休業取得対象の男性職員に対し、個別に制
度の説明を実施。個人の要望にあった休暇計画を
提案。
②新人研修の中で、男性の育児休業制度や特定事
業主行動計画等について説明。
③平成29年度中の男性職員の育児休業取得者数：
４名

継続して次のとおり取り組
む
①制度及び制度利用実績の
周知
②「性的役割分担意識の是
正」や、男性職員自身及び
職場における「男性職員の
積極的な育児参加に対する
消極的な意識の是正」等、
制度利用を支援する職場環
境の整備。③業務量・業務
分担等、各職場における業
務改善。④配偶者が妊娠し
ている男性職員の把握及び
事前の制度説明

Ａ

おおいに評価できます。引き
続き事業の実施に取り組んで
下さい。

Ａ

①介護休暇取得対象の職員に対し、個別に制度の
説明を実施。個人の要望にあった休暇計画を提案
②新人研修の中で、介護休暇制度について説明
③平成29年度中の介護休暇取得者数：２名

継続して制度周知や活用に
ついて情報提供を行う

Ａ

おおいに評価できます。引き
続き事業の実施に取り組んで
下さい。

Ｂ

窓口において、介護休業についての相談実績は無
し。

相談窓口としての周知が不
足している。窓口としての
周知を図るとともに、情報
提供等啓発に努める

Ｂ

市報やホームページの活用な
ど、積極的な啓発活動を期待
します。

Ａ

在宅介護教室を2回開催した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加人数（各回定員20人）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①8人（内男性2人）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②9人（内男性2人）より多くの方々に参加して
いただけるよう周知を図っ
ていく。 Ａ

引き続き事業の実施に取り組
んで下さい。

Ｂ

事業への来所が難しくても、電話相談などで相談
できることの周知を継続した。
H29年度から、おおむね妊娠32週～妊娠36週(妊娠
届の予定日より算出)の初妊婦とそのパートナー
向けの一日コースのファミリー学級を開始した。
就労妊婦とそのパートナーに対し、産休取得後に
出産準備ができるように支援した。

就労している母も参加可能
な事業については、継続し
て検討していく。
電話等、来所せずに相談で
きる機関(民間団体含む)が
あるという情報の提供に努
める。

Ｂ

就労している母も参加可能な
事業について、数年間検討段
階で進んでいない。大多数が
就労している母なので、早急
に進めてほしい。ファミリー
学級などで先輩パパの話を聞
けるのは良いが、父親が相談
できる場の設置を引き続き提
案します。

Ａ

平成29年は民生委員制度発足100周年にあたる年
であったため、都や国を挙げての積極的な広報が
行われた。市民アンケートの中では、概ね６割の
方に民生委員についての認知をいただいており、
今後は、更なる認知度の向上を目指していく。

HPの情報掲載について、工
夫が必要

Ｂ

ＨＰの情報があまり変化が無
いので、引き続き情報掲載に
ついての改善を提案したい。

Ａ

　母子福祉資金・父子福祉資金の貸付、就労・資
格取得、住宅、養育・家事援助、年金・手当な
ど、個々の状況に応じた相談・助言を行いまし
た。
　８月に「ひとり親家庭の方の支援や制度につい
て」のチラシを作成・配布したためか、平成29年
度は、過去５年間で最も相談件数が多かった。
幼稚園の情報等については、適宜幼稚園の担当に
つなぎ、案内を行いました。
延べ相談件数1,344件（母子1,290件、父子54件）

引き続き一人ひとりの状況
に応じた相談・助言を行い
ます。

Ａ

相談件数が飛躍的に伸びてい
ることは評価が高い。引き続
き、利用しやすい環境作りを
目指して、一人ひとりの状況
に合わせた相談助言を行って
ほしい。
市内にはこども園なども無い
ので、2歳児からの幼児教育
や希望の幼稚園に入れなかっ
た場合なども的確な情報収集
に努めてほしい。

Ａ

相談業務としては、利用者支援事業として総合窓
口に位置付けられる保育課窓口に、保育園におけ
る保育実践豊富な地域子育て推進員を配置すると
ともに、地域子育て支援センターに配置された地
域子育てコーディネーター、各保育園における相
談と、ネットワークによる対応を図っています。
また家庭的保育事業者等の地域型保育事業者に対
しては、地域子育て推進員や公立保育園の園長経
験者が訪問し、保育内容の指導・助言等を行って
います。

継続実施により充実を図
る。

Ａ

地域型保育事業者に対しての
取り組みは継続実施により更
に充実を図ってほしい。
保育課の相談業務は地域子育
て推進員保配置により、どの
ような効果があったのか数値
化してほしい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

170

児童青少年課 地域で気軽に参加しやすい
場として「子育てひろば事
業」や育成会時の地域団体
等の活動と関連機関紹介
を、市報・ＨＰを活用して
情報提供する

171

子ども家庭支援センター 子供家庭相談の周知を図
る。

172

子育て支援課 病児・病後児保育の既存施
設への委託を継続し、新規
施設の設置や提供体制の確
保について、関係機関と調
整します。

173

保育課 継続して入園申込者の入園
環境の改善に努める。

174

児童青少年課 利用者のニーズを把握し、
地域の関係団体や利用者、
保護者のニーズを把握し反
映できるようにする

Ⅲ-3 （１）

（１）Ⅲ-3

誰もが安心して子育てをしな
がら仕事や地域活動に参画で
きるよう、多様なニーズに対
応したきめ細やかな保育サー
ビスを提供します。

②保育サービ
スの提供
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ｂ

地域で気軽に参加しやすい場として「子育てひろ
ば事業」を実施し、保護者の相談に対応したり、
情報提供することができた。
こそだてフェスタについては、次年度の会場変更
について検討することができた。

引き続き、気軽に相談でき
る窓口や体制の充実を図
り、こそだてフェスタにつ
いては、会場を南部地域に
移し開催する。

Ｂ

子育てひろばの開催は評価で
きるが、回数がとても少な
い。月に1度では保護者同士
がつながるきっけけにはつな
がらないので、大幅に回数を
増やすか、連携を図ってつな
がる仕組みをっ作ってほし
い。
こそだてフェスタは数年続い
たひばり地域から変更になっ
たが、出展団体を公募しない
等、馴れ合いも見られるので
改善してほしい。

Ａ

　子育てに関する不安、悩み、虐待などの子育て
の相談は、子ども家庭支援センターのほか、のど
か広場やピッコロ広場でも相談を受け、必要に応
じ関係機関へつなげ不安の解消に努めている。
　より多くの人に知ってもらうため、小学校･中
学校の全生徒向け・保護者向けに　「ちょっと変
だな」「こまったな」と思ったら、ご相談くださ
いというチラシを配布した。虐待防止のためのマ
ニュアルを作成し、子ども家庭支援センターだけ
ではなく関係機関へも配布し、気づきを高めるた
めの活動を進めている。
電話、来所や訪問による面接で相談をお受けし、
ご要望があれば心理専門相談やさまざまな専門相
談機関をご紹介しています。
　HPは、子ども家庭支援センターが担当課ではな
いため、関係各課の連携が必要であり、今後の検
討。
　

引き続き継続、関係機関と
の連携の強化を図る。

Ｂ

昨年に引き続き、関係機関と
の連携強化を図るとともに、
ＨＰの改善を検討してほし
い。
小中学校の生徒向けのチラシ
配布や虐待防止マニュアルを
作成し、関係機関に配布する
など、取り組みが進んでいる
ことは評価したい。未就学児
を育てる家庭向けにももう少
し、周知してもらえるような
取り組みを考えてほしい。

Ａ

病児保育の定員を2名増員して8名で１施設、病後
児保育は定員6名を維持し1施設、2施設合計14名
で実施しました。
市の南部地域の新たな開設や提供体制の確保に努
めるため、医師会などの関係機関との調整のうえ
準備を進めました。
述べ利用人数
　病児・病後児保育室えくぼ　2,270人
　病後児保育室ぱんだ　1,022人

子育ち・子育てワイワイプ
ランに定められた事業計画
に基づき、2施設への委託
の継続と、平成31年度新規
施設開設に向けた関係機関
との調整及び整備を進めま
す。

Ａ

病児保育の定員が2名増加
し、新規開設園への準備も期
待が高い。引き続き、ニーズ
に合った調整、整備を進めて
いただきたい。

Ｂ

認可保育所1園、小規模保育事業所1施設の開設準
備を行うとともに、認可保育所1園の増築を行う
など、面積基準・保育士配置基準を遵守しながら
既存保育施設の定員拡充にも努めることと合わ
せ、保育ニーズに見合った定員構成の見直しを
行った。
また、開設準備を進めた認可保育園1園について
は、開設初年度は4・5歳時の募集を行わないこと
で人員・場所を確保し、待機児童の特に多い1歳
児について、1歳児1年保育の実施に向けた調整を
図った。

入園申込者の実態把握に努
め、効果的な待機児童対策
を図っていく。

Ｃ

待機児童0人の目標は諦めて
しまったようだが、まだまだ
待機児童は多い。待機児童が
自然に減ることを待つだけで
はなく、積極的に待機児童対
策に取り組んでほしい。保育
施設の新設が難しいのなら、
関係各課と連携し、他の方法
も積極的に検討してほしい。

Ｂ

学童クラブについては、定員超過の激しい田無小
学校区域に新たに「田無第三学童クラブ（田無小
学校校舎内）」を整備することができた。
放課後子ども教室については新たに２小学校（け
やき・保谷第二）と連携を図ることができた。
小学校５年生以上の児童に対する居場所づくり及
びサービス提供を見据えた、将来的な児童館・学
童クラブの体制の検討の必要がある。

今後児童数が多くなると予
測される中原小学校区域で
新たに学童クラブを整備す
る。
放課後子ども教室について
も引き続き連携を図ること
ができるよう社会教育課と
調整する。
さらには、小学校５年生以
上の児童に対する居場所づ
くり及びサービス提供を見
据えた、将来的な児童館・
学童クラブの体制の検討す
る。

Ｂ

引き続き、学童クラブの定員
超過問題に取り組み、放課後
子ども教室も市内全域に整備
できるようにしてほしい。
居場所づくりについては、地
域の市民団体やPTA、NPO団体
など、多様な可能性を探るよ
う引き続き要望したい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

175

子ども家庭支援センター 子育て支援ショートステイ
事業の周知を図る。一日の
受け入れ人数を増やしなが
ら、支援方法の検討をす
る。

176

子育て支援課 私立幼稚園等園児保護者負
担軽減事業費補助金及び就
園奨励費補助金の交付を実
施します。

177

教育企画課 経済的理由により就学が困
難な児童及び生徒の保護者
に対して、就学援助費及び
就学奨励費を支給する。
（認定審査基準による）

178

協働コミュニティ課 保育付講座の開催や情報誌
「パリテ」等による情報提
供を行う。

179

子育て支援課 子育てハンドブックの編集
に当たっては、わかりやす
く見やすい編集に努めま
す。情報が必要な方に届く
ように広く配布します。

180

保育課 地域子育て支援センター５
園の各種事業の充実を図
り、市報やホームページな
どにより情報提供に努め
る。

（２）Ⅲ-3

（１）Ⅲ-3

身近な地域で子育てについて
相談でき、必要な情報を入手
できるように、子ども総合支
援センターの充実を図るとと
もに、地域子育て支援セン
ターの機能の充実を図りま
す。また、情報誌の作成・配
布や保育付き講座を開催し、
情報提供を行います。

①子育て支援
に関する相談
と情報の提供

子育て家庭の教育負担を軽減
するための施策を実施すると
ともに、施策の充実を国や都
に要望します。また、市独自
の支援を実施します。

③子育て家庭
に対する経済
的な支援

28



担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ａ

子育て支援ニーズ調査では、認知度は上がってい
るが26.1％（平成26年度）だった。
保護者が病気･出産･介護などで、一時的にお子さ
んの養育にお困りのときに養護施設で預かるも
の。
年度により利用傾向が変わる傾向がある。
27年は、養育支援4％、育児疲れ42％、親の用事
9％、出産（産前産後）11％、保護者の病気34％
利用延べ日数357日（人）　開設日240日だった。
28年は、育児疲れ25％、親の用事18％、保護者の
病気入院57％　利用延べ日数170日（人）　開設
日126日だった。
29年は、養育支援・育児疲れ10.5％、親の用事
13％、出産（産前産後）2％、保護者の病気入院
74.5％　利用延べ日数448日（人）　開設日222日
だった。
 利用している子は、増えていることと、繰り返
し利用が増えている。
　年々要支援家庭が増える中で、一時保護や施設
入所ではなく、訪問時に説明するとともに、利用
のフォローをしながら育児支援や育児疲れからの
リフレッシュが重要になっている。

養育支援の必要な家庭が増
えていることから、必要な
支援について検討を行う。
利用申込みが、子ども家庭
支援センターに来なければ
いけないという大変さがあ
る。
パンフレットの作成や配
布、設置場所の検討。

Ｂ

認知度がまだまだ低いので、
引き続きパンフレットの作
成、配布、設置場所の検討を
お願いしたい。
対象は出産、疾病、けが、事
故など、緊急性がある方々な
のに、ショートステイで預か
る場所は聖クリストロア、申
し込みは子ども家庭支援セン
ターとなるのはとても不便な
ので、改善してほしい。育児
支援や育児疲れからのリフ
レッシュに繋がるような取り
組みも重要。

Ａ

幼稚園に通うお子さん・家庭を支援するため、
国・東京都とともに、私立幼稚園等園児保護者負
担軽減事業費補助金及び就園奨励費補助金の交付
を実施しました。

幼稚園へ通うお子さんがい
る家庭へ継続的な支援がで
きるように努めます。 Ａ

引き続き、継続的な支援をお
願いしたい。

Ａ

周知の徹底を図りながら、受付、認定事務を行う
とともに適切に支給できるように努めた。

周知の充実とわかりやすい
案内の作成など事務の改善
や利便性の向上を図る。

Ａ

引き続き、継続的な支援をお
願いしたい。新入学準備金に
も期待したい。

Ａ

9月～10月に「完璧な親なんていない　ノーバ
ディーズ・パーフェクト」と題して子育て中の方
向けの6回連続講座を開催した（参加人数：延べ
47人）。
男女平等推進センター主催のうち、親子向け講座
を除いた講座を保育付きで開催。パリテまつり講
座等についても保育付きで開催。講演会・講座開
催数：10回　参加者：210人　　保育付き利用
者：52人  パリテまつり講演会・講座等開催数：
7回　参加者：335人　　保育付き利用者：13人

引き続き、保育付き講座の
継続実施に努める。

Ａ

引き続き保育付き講座の継続
実施と共に、パリテまつり講
演、講座などに保育付きでの
参加者が集まるようＰＲに力
をいれてもらいたい。

Ａ

子育てハンドブックを作成して母子健康手帳交付
時に配付するとともに、市内各施設（田無庁舎、
保谷庁舎、子ども家庭支援センター（のどか・
ピッコロを含む）、地域子育て支援センター）に
設置して希望者に配布しました。
配布に当たっては、市内各施設での配布部数を昨
年度より増やしてより多くの方に広く情報提供し
ました。
編集に当たっては「ハンドブック」として持ち運
びしやすいサイズを損なわないように留意しつ
つ、フォントの大きさや太さを工夫し、見やすい
編集に努めました。

引き続き子育てハンドブッ
クを作成・配布し必要な情
報の提供に努めます。作成
に当たっては、見やすい編
集に努めます。

Ｂ

子育てハンドブックが一般市
民でも手に取れる場所に配置
されているなど、改善が見ら
れたが中身の改善が不十分に
感じる。妊娠中は新聞も読ま
ない方がいいと指導されるの
で、妊婦さんにも産後の方に
も負担が無いように、他の行
政区のものなどとも比較して
更に見やすいように検討を進
めてほしい。

Ａ

各種事業については、ホームページ等にて各セン
ター毎に工夫を凝らした周知するとともに、多様
な講座等を実施することで参加者が飽きの来ない
よう充実を図っている。

継続実施により充実を図
る。

Ｂ

身近な子育てについて相談で
きるようになるには信頼関係
が築けることが必要だと思
う。多種多様な講座で飽きが
来ない工夫も大切かもしれな
いが、昨年から提案している
ように回数の検討を再々お願
いしたい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

181

子ども家庭支援センター 子育てサークルに関する情
報提供を行う。

182

公民館 子育てに関する情報を収集
し、館内の掲示板等を使っ
て提供する。
保育付き講座を開催する。

183

保育課 一時保育を引き続き実施す
る。

184

子ども家庭支援センター サポート会員の増加を図
る。

185

③子育てサー
クルの育成と
支援

地域の子育て世帯の交流を図
るために、子育てサークルの
育成を支援するとともに、保
育付き講座を開催し、参加者
の情報交換の支援などを行い
ます。

児童青少年課 地域サークル活動の活性化
及び新しい参加者の発掘の
ためにの、情報提供と活動
支援を行う

（２）Ⅲ-3

身近な地域で子育てについて
相談でき、必要な情報を入手
できるように、子ども総合支
援センターの充実を図るとと
もに、地域子育て支援セン
ターの機能の充実を図りま
す。また、情報誌の作成・配
布や保育付き講座を開催し、
情報提供を行います。

①子育て支援
に関する相談
と情報の提供

身近な地域で子育てを支え
る、一時保育やファミリー・
サポート・センターの充実を
図ります。

②地域で子育
てを支え合う
保育サービス
の提供
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ａ

　広場では、サークル団体の紹介コーナーを設置
している。1階交流ホールでは、子育てコーナー
用の机を設置して、情報がわかるようにしてい
る。
　子育てハンドブックでのサークル・団体の紹介
では、地域限定や広くアピールすることを辞退す
る団体が増えている。子育てサークルや子育てす
る人の交流する場である、こそだてフェスタやル
ピナスまつり・市民まつりに参加・協力してい
る。

今後も継続して、実施して
いく。

Ｂ

サークル団体の紹介コーナー
設置は魅力的だとは思うが、
情報は適宜更新してほしい。
子育てハンドブックでのサー
クル・団体紹介でも辞退する
団体などは削除し、こそだて
フェスタなどでのつながりか
らも情報収集するなど、情報
更新に努めてほしい。

Ｂ

子育てに関する市内の催し物の情報を、館内の掲
示板などを活用して提供した。
保育付き講座を10本開催した。

持ち込まれた情報を提供す
ることにとどまらず、情報
収集し発信することに努め
る。 Ｃ

課題や改善点などが昨年から
検討されていないようで残
念。子育て環境の変化により
保育付き講座を開催するだけ
では今までのように人が集ま
らなくなっているので、更に
検討を重ねてほしい。

Ａ

公共施設予約システムにより公平な利用かつ利便
性に配慮した運用を行っている。また当日キャン
セル等により空いた枠に対応し、当日電話申込も
できるよう利便性の確保にも努めている。

継続実施によりサービス提
供

Ｂ

課題や改善点などが昨年から
検討されていないようで残
念。施設によっては全く空き
が無いところがありますが、
一方では予約０のところがあ
り、地域の需要と供給が合っ
ていないように見受けられま
す。キャンセル待ちなども考
えた運用方法を提案します。

Ａ

　市報や市のホームページに事業内容を引き続き
掲載し、事業PRを行った。講習会、説明会の開催
日や時間を参加しやすい時間に変更して実施し
た。参加の負担感を減らすために、テキスト代を
無料にした。
　ファミリー会員は、2151人で新規入会が235
人、中学生になった、転居などの理由で総体で
221名の減に。サポート会員は、205人で新規入会
が21人だった。会員総数としては、2,357名で、
昨年度に対して5人0.2％の増となった。
　活動内容としては、学童クラブの迎え･預か
り、習い事等の援助、登校･登園前の預かり（保
育園、幼稚園、小学校等）で、大きく占めてい
る。保育園等に入所している子どもが増えている
こともある。最近は、1歳未満のお子さんの1～3
時間程度の預かりをしており、安全について心
配、祖父母の協力が得られないためという増加傾
向がある。

ファミリーサポートセンタ
事業の理解を深めるととも
に、事業説明会を実施する
とともに、サーポート会員
養成講習会や研修を実施す
る。
こそだてフェスタや、子育
て家庭にPRしていくことを
検討する。

Ａ

ファミリー会員、サポート会
員ともに総体的に増加してい
るので、ＰＲに力を入れた
り、テキスト代を無料にした
りする努力が表れているので
はないかと思う。1歳未満の
需要も増えてくると思うの
で、引き続き講習や研修をし
てサポート会員の増加に努め
てもらいたい。

Ｂ

各館で行っている、子育て世帯を対象とした地域
のサークル同志の交流を促進した。
幼児向けイベントが、年齢別になっており、会場
が児童館ということもあり、お子さん連れの講座
を開催している。

引き続き、サークル活動へ
の情報提供及び活用支援を
行っていく。

Ｂ

引き続き、サークル活動への
情報提供を積極的に進め、保
育付き講座なども全館で実施
できるよう進めてほしい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

186

子ども家庭支援センター 子育てグループ活動室の貸
出しを行う。
ルピナスまつり開催に向け
て準備する。

187

公民館 ・保育付き講座の参加者の
求めに応じて、サークル作
りへの助言や情報提供を行
う。
・保育付きのサークル同士
の連絡・調整を図り、情報
交換が行えるよう支援す
る。

188

健康課 就労している母も参加可能
な事業については、継続し
て検討していく。
電話等、来所せずに相談で
きる機関(民間団体含む)が
あるという情報の提供に努
める。

189

生活福祉課 市報への掲載やリーフレッ
トの配布など、必要とされ
る方に情報が周知されるよ
うな周知・広報及び市民の
身近な相談役としての民生
委員の周知、広報を図る。

190

子育て支援課 母子・父子自立支援員によ
るひとり親相談を実施しま
す。

191

②ひとり親家
庭の生活支援

ひとり親家庭に対する相談事
業やホームヘルパーの派遣、
母子自立支援プログラム策定
事業等の就業支援事業に取り
組みます。

子育て支援課 母子・父子自立支援員によ
るひとり親相談や、ひとり
親家庭ホームヘルプサービ
ス事業、母子・父子自立支
援プログラム策定員による
就労相談事業を実施しま
す。
※「母子自立支援プログラ
ム策定事業」及び「母子自
立支援プログラム策定員」
は、平成26年10月からそれ
ぞれ「母子・父子自立支援
プログラム策定事業」「母
子・父子自立支援プログラ
ム策定員」に変わりまし
た。

Ⅲ-3

仕事と育児の両立や、在宅で
子育てをしている親が、不安
を抱えず安心して子育てがで
きるよう、気軽に相談できる
窓口や体制の整備・充実を図
ります。

①子育てに関
する相談の実
施(再掲）

（３）

（２）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ａ

子育てグループ活動室の利用延べ件数は513件
で、利用率は52.3％だった。
世代間交流と、子育て団体の参加のもと、住吉小
学校区育成会「わかば」が中心となりルピナスま
つりを開催し、855人（前年度より395人増）の参
加があった。子どもの居場所と世代間交流とし
て、まつりを始め、小中学生の利用時間の延長や
ルピナス本箱の設置、ルピナスカフェ（育成会）
も始めた。

今後も、子育てサークルへ
の声かけとあわせて子育て
グループ活動室の周知を図
る。
第3回ルピナスまつり開催
に向けて準備する。

Ａ

地域の育成会との連携でます
ますルピナスまつりも盛り上
がりを見せている事は評価が
高い。ルピナスカフェもなど
の取り組みも子育て世帯の交
流を図る場として定着するこ
とを期待する。

Ｂ

主催講座から８つのサークルが立ち上がった。
保育室運営会議を催し、サークル同士の連絡・調
整を図り情報交換を支援している。
以前に比べ、講座からサークル化する割合が減じ
ているが、原因の究明にはいたっていない。

引き続きサークル支援に努
めるとともに、サークル活
動の継続に必要な支援策を
検討する。

Ｂ

昨年度からサークル化する割
合が減じている原因の究明が
されていないので、原因究明
をし、ニーズに合った支援の
仕方を検討してほしい。

Ｂ

事業への来所が難しくても、電話相談などで相談
できることの周知を継続していく。

就労している母も参加可能
な事業については、継続し
て検討していく。
電話等、来所せずに相談で
きる機関(民間団体含む)が
あるという情報の提供に努
める。

Ｂ

就労している母も参加可能な
事業について、数年間検討段
階で進んでいない。大多数が
就労している母なので、早急
に進めてほしい。ファミリー
学級などで先輩パパの話を聞
けるのは良いが、父親が相談
できる場の設置を引き続き提
案します。

Ａ

平成29年は民生委員制度発足100周年にあたる年
であったため、都や国を挙げての積極的な広報が
行われた。市民アンケートの中では、概ね６割の
方に民生委員についての認知をいただいており、
今後は、更なるを目指していく。　また、民生委
員の自体の充足率自体は、ここ数年で、急速に向
上しており、今後は、欠員ゼロに向けて更に取り
組んでいく。

引き続き、効果的な広報を
行うことを心がけ、相談体
制の充実を図る。

Ａ

仕事と育児の両立や、在宅で
子育てをしている親が、不安
を抱えず安心して子育てがで
きるように身近な相談役とし
ての民生委員であることの周
知・広報を図りながら、引き
続き欠員ゼロに向けて相談体
制の充実を図ってほしい。

Ａ

　母子福祉資金・父子福祉資金の貸付、就労・資
格取得、住宅、養育・家事援助、年金・手当な
ど、個々の状況に応じた相談・助言を行いまし
た。
　８月に「ひとり親家庭の方の支援や制度につい
て」のチラシを作成・配布したためか、平成29年
度は、過去５年間で最も相談件数が多かった。
延べ相談件数1,344件（母子1,290件、父子54件）

昨年度のご指摘のとおり、
子育てに関する相談は、ひ
とり親だけのものではない
のは承知しているが、市に
は複数の相談部署があり、
それぞれの専門性をもって
相談対応をしている。子育
て支援課においては、ひと
り親の相談員及び手当等を
担当していることからひと
り親という視点で、今後も
丁寧な相談対応に努めてい
きます。

Ａ

各課との連携を図り、相談事
業について民間団体の情報提
供なども検討してほしい。

Ａ

ホームヘルプサービス事業のホームページの掲載
内容を更新しました。また、「ひとり親家庭の方
の支援や制度について」のチラシを作成し、児童
扶養手当の現況届提出時に配布し、周知に努めま
した。
【ひとり親相談】
　延べ相談件数1,344件
【ひとり家庭ホームヘルプサービス事業】
　派遣状況　13世帯　454回
【プログラム策定件数】
　25件

引き続き、制度の周知に努
めます。

Ａ

引き続き、制度の周知を図り
ながら、ＨＰの他の項目につ
いても更新を検討してほし
い。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

192 Ⅲ-4 （１）

①地域での福
祉に関する相
談と情報の提
供

介護や福祉に関する情報提供
の充実を図ります。また、高
齢者や障害者の見守りも含
め、地域包括支援センター等
における相談体制の充実を図
ります。

生活福祉課 行政などからの情報提供が
地域に届くよう、また地域
からの声が行政などの関係
機関に届くよう、民生委員
に対し、「地域と行政との
パイプ役」としての民生委
員が十分に機能を果たすこ
とができるように研修等を
通じて徹底を図る。

193

高齢者支援課 ・地域包括支援センターに
おいて、地域の関係者との
ネットワークの強化に取り
組むと共に、介護サービス
を含む様々なサービスや多
様な地域資源の把握・活用
により総合的な相談体制の
充実に努めます。

194

障害福祉課 市報、ＨＰ、障害者のしお
りを活用した制度周知を図
る。
障害福祉課、相談支援セン
ター、相談支援事業所が連
携し、必要な相談支援を実
施する。

Ⅲ-4 （１）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ａ

民生委員が、行政と地域とをつなぐパイプ役とな
れるよう、毎月の定例会議の場などで、行政サー
ビスなどの情報の積極的な提供に努めた。　ま
た、可能な方には、ご自宅に掲示板を設置しても
らい、提供した情報のうち、可能なものについて
は、チラシ等掲示するなどして、情報が広く届く
よう取り組んでいる。

引き続き、積極的な情報提
供に努めるとともに、研修
の充実を図ることにより相
談対応能力の向上も図る。

Ａ

毎月の民生児童委員定例会の
中で関係機関が行う行政サー
ビス等の情報の提供について
は高く評価する。研修につい
ては班別会議の中で積極的に
取り組んで欲しい。

Ａ

・相談対応件数31,636件（平成28年度）、高齢者
虐待相談受理件数79件（平成28年度）。
・認知症サポーター養成講座等の講座、介護の日
や市民祭り等の行事を通し、警察、消防、銀行、
新聞社等との連携を図っている。
・事業者向け高齢者虐待対応研修を11事業者に向
け実施（平成29年度）。
・９月27日民生委員全大会、12月12日居宅介護支
援専門員分科会にて虐待対応研修会の企画･開
催。
・生活福祉課向け高齢者虐待防止対応研修、交流
会を実施。（1月29日、2月23日）
・社会資源マップの作成･更新。更新時随時ケア
マネ分科会にて配布。

・連携の継続と強化
・定期的に社会資源マップ
の情報更新を行う。
・民生委員に虐待対応講座
を実施。

Ａ

認知症サポーター養成講座、
高齢者虐待の研修の取組みは
評価する。引き続き民生委員
に対して高齢者虐待講座の開
催を要望する。

Ａ

保谷障害者センター（身体障害）、地域活動支援
センター・ブルーム（知的障害）、地域活動支援
センター・ハーモニー（精神障害）とともに３障
害の相談拠点を整備し、３障害に対応する相談支
援センター・えぽっくと保谷庁舎内の基幹相談支
援センターと合わせて困難なケースにも対応して
いる。女性の障害者からの相談に対しては、必要
に応じて各相談機関の女性職員が対応している。

引き続き、継続実施に務め
る。

Ａ

引き続き、継続実施に務めら
れたい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

195

②地域でふれ
あい、ささえ
あうネット
ワークの形成

ひとり暮らし、高齢者世帯、
日中独居等の高齢者が地域の
中で安心して暮らせるよう、
見守り活動等地域で支えあう
体制の充実を図ります。

生活福祉課 民生委員、ほっとネット推
進員ともに数的な部分の充
実を図るために、人材の発
掘に努めるとともに、相談
対応能力の向上などの内容
の充実を図るために研修の
充実にも取り組む。

196

高齢者支援課 ・高齢者配食サービス事業
・高齢者緊急通報システム
事業
・ささえあいネットワーク
の周知を図ると共に、一人
でも多くの高齢者に見守り
の目が行き届くように、見
守り方法の見直し及び新た
な見守り方法の検討を行い
ます。

197

③NPOや市民活
動団体等との
協働の推進

NPOや市民活動団体等がより質
の高いサービスやきめ細かな
多様なサービスを提供できる
よう、積極的にNPOの活動を育
成・支援するとともに、連携
を強化していきます。

協働コミュニティ課 ・市民協働推進センター
「ゆめこらぼ」
ハードとソフトの両面から
市民活動を支え、地域にお
ける様々な主体の組み合わ
せによる協働を推進する。
・ＮＰＯ等企画提案事業
市民活動団体による協働事
業の提案募集を実施する。
採択されると最大3年間の
補助対象となり、協働事業
を実施する。毎年新規採択
3事業を予定しており、継
続事業を含めると最大9事
業の実施が可能である。
・地域活動情報ステーショ
ン
は市民協働推進センターゆ
めこらぼのHPリニューアル
に伴い、ゆめこらぼHPと機
能の統合を行う。

198 （２）

①家族介護者
への情報の提
供

家族介護者の負担を軽減する
ために、福祉サービス第三者
評価システムの活用促進、介
護講習会の開催や、家族会・
介護者のつどいの支援、高齢
者等の被介護者虐待防止のた
めの意識啓発などを行いま
す。

生活福祉課 受審事業所数を向上させる
ために、従来とは違った形
での受審勧奨により受審事
業所数の向上を図る。

Ⅲ-4 （１）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ａ

民生委員は、4/1現在の現員数が、29年度は137
名、30年度は142名の見込（男：女＝27名：115
名）、ほっとネット推進員は、年度内で50名の方
に新規登録していただいた(3月末現在371人/男：
女＝111人：260人）。ほっとネットに対する相談
件数も高位で推移している（平成29年１月末現在
869件、昨年同時期：663件）。
相談件数が多い要因については、関係機関、市民
ともに制度の認知度が上がっていることなどが大
きな要因として考えられる。

民生委員、ほっとネット推
進員ともに数的な部分の充
実とともに、相談対応能力
の向上などの内容の充実に
も取り組む。

Ａ

民生委員の欠員が減少したこ
とについて高く評価したい。
引き続き数的な部分と相談能
力の向上等充実を期待する。

Ｂ

・高齢者配食サービス事業及び緊急通報システム
事業
　「介護保険と高齢者福祉の手引き」に概要を掲
載し、必要とする市民の方に配布している。
　また、市報（７月１５日号４面）にて、高齢者
の方への主な福祉施策として情報提供している。

・ささえあいネットワーク事業においては、平成
29年度も継続して実施している。訪問協力員の養
成研修や懇話会も継続して実施しており、平成30
年３月25日現在、
　ささえあい協力員　1,372人
　ささえあい協力団体　203団体
　ささえあい訪問協力員　303人（うち男性68
人）
　ささえあいネットワーク懇話会　16回
・平成28年度までモデル事業として実施していた
「ささえあいメール見守りサービス」について、
平成29年度より市内全域における取組として開始
することができた。協力員の養成研修も実施し、
現在協力員21名となっている。利用者について
は、２名となっているため、今後は訪問されるこ
と等に抵抗はあるが、見守りを必要とする高齢者
の把握や事業の周知を進めていく。

・ささえあい訪問サービ
ス、ささえあいメール見守
りサービスともに、協力員
は増えているが利用者が増
えていないため、今後は、
見守り体制が少ないが、
サービスに繋がっていない
高齢者を、いかにして把握
し、見守りに繋げられるか
が課題である。

Ｂ

一部協力員の訪問活動が減少
しているが、一人でも高齢者
に見守りの目が届くように
「ささえあいネットワーク懇
談会」等を通じて検討を期待
する。

Ａ

*　市民協働推進センタ－「ゆめこらぼ」での事
業実施
①団体育成・人材育成講座等各種事業の実施によ
り団　　　　体の育成と支援を実施した。
②「協働をすすめるワ－クショップ」講座の実施
により、市民活動団体と行政職員の対話と交流と
相互理解
を図り、市民と行政との協働推進の機会を創出し
た。
③市民団体活動や市民活動団体に興味のある市民
の相談業務を実施することにより、市民活動に関
する支援を強化した。
*　ＮＰＯ等企画提案事業補助金制度の強化
男女平等参画推進委員会のご意見も踏まえ、市民
団体からの提案事業数の減少解決策として、30年
度実施事業から行政提案型事業の募集を開始し、
募集を平成２９年度に実施した。協働のテ－マ
は、市民団体のご意見により「子どもの居場所づ
くり」に決定した。その結果、応募数も増加し、
新規チャレンジ事業の応募数は、行政提案型が３
事業、自由テ－マ型事業が２事業で、合計５事業
の応募となり、市民団体の協働への取り　組み意
識向上があらわれた結果となった。
　

*　市民協働推進センタ－
「ゆめこらぼ」での事業実
施
　　市民活動団体、企業、
大学、
教育機関、行政等より多様
な団体との大気連携を強化
していくことが、今後の課
題である。
　
*　ＮＰＯ等企画提案事業
補助金制度の強化
　　当補助金制度の活動に
より、市民団体と行政との
協働事業が根付き継続して
いくようにすることが課題
である。

Ｂ

市民協働推進センタ－「ゆめ
こらぼ」に地域課題解決に向
けた協働事業に期待する。
NPO等企画提案事業について
もPRに努めていただきたい。

Ｂ

福祉サービス第三者評価システムの受審費用の補
助制度の活用した、システム受審事業所数が昨年
度の24から25へ推移しており、受審事業所数は、
ほぼ横ばいであった。

基本的には、受審が必須で
はないために、受審するか
否かは事業所の判断になっ
ている。そのため小規模な
事業所などは、受審してい
ないところが多いことや、
事業所によっては数年に１
度という周期を定めて受審
しているところも多いた
め、年度ごとの受審数に波
がある。受審費の補助によ
り、受審数の向上を図るた
め、引き続きの制度周知と
受審勧奨をすすめていく必
要がある。

Ｂ

福祉サービスに係る第三者評
価結果の公表は家族介護者の
サービスの選択に有効である
とともにサービスの競合につ
ながることが期待されてい
る。福祉サービス第三者評価
システムが効果的に活用され
ることを要望する。また、家
族介護者の負担を軽減する情
報提供や相談事業への取組み
も期待する。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

199

高齢者支援課 ・関係課と連携し、虐待防
止キャンペーンの実施

200

障害福祉課 高齢、障害、子育てが連携
し、虐待防止に努める。

201

②専門職・関
係機関の連携
による家族介
護者への支援

家族介護者の精神的負担の軽
減を図るため、専門医による
家族介護者の専門相談事業を
実施するほか、支援者となる
関係機関の連携を強化しま
す。

高齢者支援課 ・地域包括支援センターと
の連携

202 Ⅳ-1★（１）

①女性相談の
充実と男性相
談のあり方の
検討

男女平等の視点にたち、女性
が自分自身、家族、職場の人
間関係、心とからだ、DV など
の問題等について、相談員と
ともに解決の糸口を見出す相
談事業を実施します。
また、男性を対象とした相談
事業のあり方について検討し
ます。

協働コミュニティ課 女性相談開設時間・場所の
一部変更後の状況を確認し
検証をおこなう。

（２）Ⅲ-4
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ｂ

・子ども家庭支援センター、障害福祉課と共に実
施。
11月庁舎パネル展示（田無庁舎11/5～11/10、フ
レンドリー11/13～11/17、保谷庁舎11/20～
11/24、ルピナス11/27～12/1）。

・平成30年度も11月に実施
を予定。
パネル展示の期間を、各会
場１週間程度は設けていき
たい。

Ｂ

引き続き、関係課と連携し、
キャンペーンの実施に努めて
いただきたい。

Ａ

高齢者支援課、障害福祉課及び子ども家庭支援セ
ンターの３課合同で、虐待防止のパネル展示を実
施し、市民まつりにおいて、虐待防止の普及啓発
活動を実施した。

引き続き、継続実施に務め
る。

Ｂ

引き続き、関係課と連携し、
キャンペーンの実施に努めて
いただきたい。

Ａ

年8回虐待モニタリング会議を開催。対応の確
認、地域包括支援センターとの連携を図った。
本会議を行うことで、８箇所の地域包括支援セン
ターの虐待対応レベルの統一化を図る。
「息子介護者の会」の開催。虐待ケースのクロス
集計から、男性養護者（特に息子）による虐待が
多く見られたため、平成29年度から実施（平成29
年度は４回）。平成29年度から、「娘介護者の
会」も並行して実施。（平成29年度は３回）

・「モニタリング会議」平
成29年度も年8回を予定。
・「息子・娘介護者の会」
の周知活動を市報や関係機
関、ＨＰに協力を得ながら
行っていく。 Ａ

虐待ケースから把握した「息
子・娘介護者の会」の実施を
高く評価する。今後の展開を
期待している。

Ａ

平成27年度より女性相談の利用率の低い時間帯の
見直しを行いパリテだけではなく、田無庁舎での
出張相談を開設し、利便的にも相談しやすい環境
を整えた。その後の利用状況について確認を行っ
た。
男性相談に関しては都の相談窓口などを案内しな
がら情報収集を行った。
女性相談の実施
　女性相談　493件
　婦人相談　513件

引き続き、利用者のニーズ
を確認しながら、相談を受
けやすい窓口の整備に努め
る。

Ａ

多くの市民が窓口を利用され
ている。引き続き相談体制の
充実などの取り組みを期待し
ます。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

204

②センター通
信の発行と配
布

センター通信「パリテだよ
り」等を発行し、市の公共施
設等で配布します。市民がい
つでもどこでも男女平等参画
について学べるよう、支援し
ます。

協働コミュニティ課 事業紹介と実績報告が主た
る内容であったセンター通
信「パリテだより」を情報
誌パリテ内のコーナーへ統
合することにより、さらに
多くの市民へ周知する。

Ⅳ-1★

協働コミュニティ課男女平等参画に関わるさまざ
まな問題について、共に考

え、理解し、自ら解決する力
をつけるために各種講座を開

催します。

①男女平等参
画の視点に

たった各種講
座の開催（再

掲）

（２）

203

企画運営委員会の企画によ
る講座として、基礎講座・
共通講座・三市沿線連携事
業・ＤＶ被害者支援のため

の自立支援講座
・パリテまつりでの講座等

を開催する。
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ａ

様々なテーマにより講座が開
催されている。引き続き多岐
にわたるテーマ設定を検討す
るなど、多くの市民が受講で
きるよう取り組まれることを
期待します。

Ａ

「パリテだより」は「情報誌パリテ」の中に統合
した結果、情報誌パリテの増刷につながり、より
多くの市民へ配布することができた。

引き続き、市の公共施設等
で配布します。市民がいつ
でもどこでも男女平等参画
について学べるよう、支援
します。

Ａ

引き続き情報発信を強化され
たい。

男女平等参画に関わるさま
ざまな問題について、共に
考え、理解し、自ら解決す
る力をつけるために各種講
座を開催します。

○企画運営委員会の企画による講座
基礎講座２回
１、２回連続講座「ほっとひと息、てしごとカ
フェ」　参加者延べ15人　託児延べ6人
２．６回連続講座「完璧な親なんていない　ノー
バディーズ・パーフェクト」　参加者延べ47人
託児延べ51人
○共通講座６回
１．３回連続講座「地域にとびだせ！パパ講
座」、参加者延べ　60人
２．「つながろう！学ぼう！子ども食堂と学習支
援」、参加者　延べ24人
３．「あなたの人生を豊かにするための心理学入
門」参加人数：35人　託児６人
４.　「マスコミ報道に惑わされないニュースの
見かた」参加者　18人　託児１人
５．「丸投げしない老後の暮らし方」参加者32人
６,「知っていますか？ＬＧＢＴのこと」参加者
25人　託児５人
○週間事業講演　２回
１．「女性が頑張らずに自立するために必要な３
つのこと」参加者10人　託児3人
２、「はじめようオレンジリボン運動～児童への
虐待、今私にできること～」参加者21人　託児４
人
○沿線３市（清瀬・東久留米・西東京）男女共同
参画連携事業
※沿線３市男女共同参画連携事業とは、それぞれ
男女平等推進センターを持っている清瀬市、東久
留米市及び西東京市の３市が沿線３市男女共同参
画連携事業実行委員会を組織し、共通の課題を解
決するために多摩・島しょ広域連携活動助成金を
利用して行う事業のことです。
平成29年度は「防災と男女共同参画」と題し、男
女共同参画の実現に向けた地域防災力向上のため
の人材育成プログラム研究及び交流事業をを実施
１わたしの防災コトはじめ　プレイベント
参加者　32人　託児１人
２　わたしの防災コトはじめ３回連続講座
参加者延べ　77人　託児6人
３交流会・パネルディスカッション
参加者　71人　託児1人
○ＤＶ被害者のための自立支援講座
１、「パーソナルカラー＜基礎編＞」
２、「 知って得する法的知識～別居・離婚・そ
の後の暮らし～」
３、「パーソナルカラー＜応用編＞」
４、「これってモラハラ？発達障害？無自覚にあ
なたとまわりを悩ませる人達」
５、「 タッピングタッチ～わたしほぐし～」
６、「 良いストレス？悪いストレス？～ストレ
スとの上手なつき合い方～」計6回　参加者　延
べ97人　託児　延べ21人
○【第10回パリテまつり】
１/29から2/９まで実施の間、講演会1回、講座５
回開催した。

Ａ
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

205

（３）①男女平等推
進センター パ
リテのホーム
ページでの情
報の提供

ホームページでパリテの事業
情報に加えて、広く市民の暮
らしに役立つ男女平等参画情
報を提供します。

協働コミュニティ課 男女平等推進センターの事
業をホームページに掲載
し、情報の提供と男女平等
に関する意識啓発を行う。

206 （３）

②男女平等参
画に関する図
書資料の収
集・整理

男女平等に関する図書、資料
を収集・整理し、市民が閲覧
できるようにします。

協働コミュニティ課 男女平等に関する資料の収
集及び図書の購入や図書
コーナーの配置や資料の配
架などの工夫を図り、ま
た、ホームページに蔵書リ
ストを掲載し、貸し出しの
促進を図る。

207 （４）

①男女平等参
画に関する市
民、団体等へ
の活動支援と
ネットワーク
の形成

パリテまつりで参加団体を募
り、参加団体主催による講座
を開催するなど、男女平等参
画に関する市民、団体等への
活動支援とネットワークづく
りを支援します。

協働コミュニティ課 パリテまつりで参加団体を
募り、男女平等参画に関す
る市民、団体等の活動を支
援する。

Ⅳ-1★

Ⅳ-1★
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ｂ

男女平等推進センターの実施事業をホームページ
に掲載する他、「情報誌パリテ」や男女平等参画
推進委員会で作成した、「男女平等参画推進計
画・配偶者暴力対策基本計画実績評価報告書」、
「男女共同参画週間」、「女性に対する暴力をな
くす運動」や「TOKYO働き方改革宣言企業」制度
などの情報をホームページで提供した。
男女平等推進情報と題してセクシャルマイノリ
ティについて紹介するページを設け、市民への啓
発を行った。

引き続き、見やすく、充実
した情報の提供に努める。

Ｂ

ホームページのアクセス数や
閲覧者の意見感想を検証する
などにより、見やすくかつ市
民の求める情報が提供できる
よう検討されることを期待し
ます。

Ａ

各市の計画や情報誌等資料・女性問題関係の各月
刊誌・女性情報(女性に関する新聞記事掲載)等を
図書コーナーに設置し、いつでも市民が学習でき
るよう環境を常時整備している。また、男女平等
推進センター内に新着本コーナーを設置するなど
工夫した。
講座等で関連する貸出図書を設置し、案内を実施
した。
今年度68冊の貸し出し用図書等を増加した。
結果現在の蔵書1170冊（内ビデオ52本）
○29年度貸出し　118冊
○28年度貸出し　132冊
○27年度貸出し　115冊

市民が男女平等参画につい
て学び、情報を入手できる
ように、男女平等に関する
資料の収集や図書の貸し出
しを行います。

Ｂ

蔵書の充実は図られている
が、利用者の増加につながっ
ていない。さらにPRを強化
し、貸出件数の増加につなげ
ていくことを期待します。

Ａ

22人の実行委員と21の参加団体により、「女と男
一緒につくろう平和な未来」をテーマにして、第
10回パリテまつりを開催した。来館者は748人で
あった。
主な内容
○講演会
「『私らしさ』を輝かせる生き方」、講師：香山
リカさん（精神科医・立教大学心理学部教授）参
加人数159人
○講座
回数：５回、参加人数：105人（託児７人）
○体験会
回数：４回、参加人数：46人（託児２人）
○シンポジウム
回数：１回　参加人数：78人（託児１人）
○パネル・作品展示
○喫茶・軽食・手作り雑貨・生花販売、イートイ
ン休憩コーナー

パリテまつりを開催し、多
くの市民に向けて、男女平
等参画について発信しま
す。

Ａ

さらに多くの市民の方々に参
加してもらえるよう、メ
ニューの充実に期待します。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

208

①庁内の男女
平等推進会議
の定期的開催

庁内の男女平等推進会議を定
期的に開催します。

協働コミュニティ課 計画の実績評価報告書を通
して、庁内の男女平等推進
の進捗状況を共有する。

209

②関係各課の
男女平等施策
に関する調整

関係各課が実施する男女平等
施策について調整・推進しま
す。

協働コミュニティ課 計画の各課事業評価を通し
て調整をする。

210

③苦情処理機
関設置検討委
員会の設置の
検討

男女平等参画社会の形成を阻
害する人権侵害などの相談に
適切・迅速に対応するための
窓口や、第三者機関も視野に
いれた苦情処理委員会など、
苦情処理機関設置の検討をす
すめます。

協働コミュニティ課 情報の収集に努める。

211

（２）①条例設置検
討委員会の設
置

男女平等参画社会の実現に向
けた施策の積極的展開のより
どころとなる条例を検討する
ため、条例設置検討委員会の
設置を検討します。

協働コミュニティ課 他自治体の設置状況など情
報収集を行う。

212

（３）①関係機関と
の交流・連携

一自治体では取り組みが困難
な施策について、国や東京都
等に働きかけ、他自治体等と
も連携・情報交換しながら、
法令や規制の整備・改正に向
けた動向を把握します。

協働コミュニティ課 沿線３市（清瀬市・東久留
米市・西東京市）連携事業
を実施する。

213

協働コミュニティ課 平成29年度実施に向けて、
準備する。

214

職員課 職員の意識・実態把握のた
めの調査については、協働
コミュニティ課と連携して
実施に向けた検討を行う。

215

協働コミュニティ課 パリテで実施している講座
や講演会等を庁内にも周知
し、参加呼びかけを行う。

216

職員課 職員研修所などで開催する
研修を案内し、理解促進に
努める。

217

③職員の旧姓
使用の実施

旧姓使用を希望する職員に対
し、旧姓使用の制度を説明・
適用します。

職員課 職員に対する十分な制度周
知を図るとともに、適正な
運用に努める。

218

①「西東京市
ワークライフ
バランス推進
労使宣言」の
周知

職員に対して「西東京市ワー
クライフバランス推進労使宣
言」の周知を図ります。

協働コミュニティ課 職員ポータルシステムの掲
示板を活用し、庁内への周
知を図る。

Ⅳ-3

（１）

Ⅳ-2

（２）

男女平等に関する職員研修を
実施し、職員の理解促進を図
ります。

②職員研修の
実施

男女平等に関する職員の意
識・実態の把握を行います。
調査結果を活用し、庁内にお
ける男女平等参画の推進につ
なげます。

①職員の意識
実態調査の実
施

（１）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ｃ

計画策定に合わせて実施するため、男女平等推進
会議は開催しなかった。例年は、計画の評価を市
長答申し、報告書については庁内で共有すること
により、男女平等推進の進捗状況を共有してい
る。

男女平等推進会議への準備
をすすめる。

Ｃ

庁内各部署での男女平等推進
意識の向上が図られるよう、
検討されることを期待しま
す。

Ａ

計画の各課事業評価において、目標を設定すると
き、執行状況を報告するときに、連携できる事業
については、情報提供し、事業がより効果的に実
施できるよう努めた。

引き続き、男女平等施策に
ついて、庁内の調整を行
う。 Ａ

引き続き庁内の連絡調整に努
められたい。

Ｃ

苦情処理機関は、条例の中に位置づけられている
例もあり、条例設置の検討の中で、検討を実施し
ていくことになる。現状は、他自治体の条例につ
いての情報を収集したり、報告書により苦情の件
数や内容を確認しているに留まっている。

平成29年度から次期計画の
策定に向けて準備するた
め、次期計画にどのように
繋げていくか検討してい
く。

Ｃ

条例制定の必要性の有無も含
め、検討を進めていただきた
い。

Ｃ

都内市町村（26市3町1村）の条例設置状況を確認
した。
30自治体のうち12自治体（40％）が条例設置して
いる。（平成29年4月1日現在）

市民意識・実態調査での結
果も加味しながら検討す
る。 Ｃ

市民の意識調査を行うなど情
報収集し、検討を続けていた
だきたい。

Ａ

平成27年度から実施している沿線３市男女共同参
画連携事業実行委員会において、テーマを「防災
と男女共同参画」として防災における男女平等の
視点について学習会を実施し、各地で講演する講
師を招いての講座や映画・フォトボイスを実施し
た。

沿線３男女共同参画連携事
業実行委員会が終了後も、
男女平等参画のあり方につ
いて情報収集や意見交換を
行う。

Ａ

単なるイベント実施にとどま
らず、連携、情報共有を進め
ていただきたい。

Ｂ

職員意識・実態調査を実施した。 調査内容を加味し、計画策
定を実施する。

Ｂ

実態調査結果について職員に
公表し職員の意見をできるだ
け反映させた計画策定の実施
を行っていただきたい。

Ｂ

平成29年度は管理監督職（課長・課長補佐・係長
職）を対象に女性活躍推進法に基づき、女性が活
躍できる組織についての研修を実施した。
研修参加者：34名

計画に基づく取組の実施及
び進捗状況の把握、進行管
理が重要となってくる。

Ｂ

引き続き、管理監督職の女性
が活躍できる組織についての
研修会を充実させ、また策定
した計画実施の進捗状況の
チェックを行っていただきた
い。

Ａ

新人職員研修にて男女平等研修を実施。
女性に対する暴力をなくす運動での講演会「はじ
めようオレンジリボン運動～子どもへの虐待、今
わたしにできること」と共通講座「知っています
か？LGBTのこと～家庭・学校・地域で考えたい
『あなたの身近な人がLGBTだったら』」を職員の
研修と位置づけ、関係各課を中心に募集をかけ
た。結果、計１２人の職員の出席があった。

男女平等に関する職員研修
を実施し、職員の理解促進
を図る。

Ａ

新人職員研修だけでなく、管
理監督職の研修を今まで以上
に充実させ､男女平等に関す
る職員の理解促進を図ってい
ただきたい。

Ａ

平成29年度については、自治会館で実施した男女
共同参画社会形成研修に1名参加し、平成30年1月
から新規採用職員を対象に庁内における男女共同
参画研修を実施した。

職員への十分な制度周知を
図り、適正な運用に努め
る。 Ｂ

男女共同参画社会形成研修は
引き続き新規採用職員に実施
するとともに、管理監督職昇
任の職員にも実施していただ
きたい。

Ａ

平成21年9月要綱の制定・施行及び運用開始
平成29年度中の申請者：４名

引き続き研修を実施し、周
知を図る。新たな時間外勤
務の縮減策を検討し、さら
に効果的に取り組む。

Ａ

これまで通りの制度周知を図
り、適正な運用に努めていた
だきたい。

Ｃ

職員意識・実態調査において、ワークライフバラ
ンスについての実現度と必要なものについての設
問に留まった。（５６．２％が実現できている・
ややできているとの回答）

職員ポータルサイトを利用
し「西東京市ワークライフ
バランス労使宣言」を周知
する。 Ｃ

引き続き「西東京市ワークラ
イフバランス労使宣言」の周
知を行っていただくと共に
ワークライフバランスの実現
のための具体例を提案し啓発
してみてはどうか。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

219

協働コミュニティ課 ワーク・ライフ・バランス
に関する講演会等情報の提
供に努める。

220

職員課 特定事業主行動計画を踏ま
えて職員向けの研修を実施
するとともに、時間外勤務
時間の削減に努める。

221

協働コミュニティ課 管理職試験を積極的に受験
できるよう、庁内に女性活
躍の大切さを伝える。

222

職員課 女性が管理職になりやすい
環境づくりのための研修を
実施する。人事考課の面接
を通じて勧奨していく。

223

協働コミュニティ課 市報や市発行物における表
現において、男女平等の視
点が徹底されるようガイド
ラインに代わる取り組みを
実施する。

224

秘書広報課 協働コミュニティ課作成の
ガイドラインを活用して広
報していく。

225

①男女平等参
画推進委員会
の開催

恒常的な市民参画の組織とし
て、西東京市男女平等参画推
進委員会を開催します。

協働コミュニティ課 西東京市男女平等参画推進
委員会を開催する。

226

②事業評価の
実施

西東京市男女平等参画推進委
員会において、西東京市男女
平等参画推進計画に掲げた事
業評価を毎年度実施します。

協働コミュニティ課 男女平等参画推進委員会を
設置し、毎年度「男女平等
参画推進計画・配偶者暴力
対策基本計画実績評価報告
書」を作成する。

Ⅳ-3

職員に向けてワーク・ライ
フ・バランスに関する情報を
提供します。また、西東京市
特定事業主行動計画に基づき
時間外勤務の縮減に取り組み
ます。

②庁内のワー
ク・ライフ・
バランスの働
きかけ

（２）

（１）Ⅳ-4

市報や市発行物における表現
において、男女平等の視点が
徹底されるようガイドライン
を作成し、配布します。

①市発行物の
表現における
男女平等ガイ
ドラインの作
成・配布(再
掲）（４）

研修等を活用して、管理的立
場における人材の育成に努め
ます。また、女性職員が積極
的に管理職試験を受験できる
よう、女性管理職の複数登用
など環境を整えます。

①管理職試験
の受験に向け
た継続的な環
境整備

（３）

Ⅳ-3
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ｂ

職員意識・実態調査内でワークバランスについて
の定義を示した上で、今後ワークライフバランス
に必要なものについて職員各々が考えるよう促し
た。

引き続き、様々な手段で情
報提供をする。

Ｂ

初年度に行う人事考課面接時
にワークライフバランスにつ
いての目標や具体策を全職員
に申告書に記入するのはいか
がでしょうか。

Ａ

女性活躍推進法に基づく研修の前に職員課の職員
から西東京市の特定事業主行動計画を説明した。
また、平成29年5月に管理職によるイクボス・ケ
アボス健康宣言を行った。

引き続き研修を実施し、周
知を図る。時間外勤務の縮
減策について継続するとも
に効果を検証する必要があ
る。

Ａ

引き続き研修を実施し、ワー
クライフバランスの推進に努
めて欲しい。時間外勤務縮源
策の校歌検証と、他の縮減策
の提案を進めて欲しい。

Ｂ

職員意識・実態調査において現在の女性の管理職
の実数を提示し、管理職への必要性を示した。

引き続き、情報提供に努め
る。

Ｂ

引き続き女性管理職の必要
性、大切さを示す事に努めて
欲しい。女性管理職による講
演会などもよいかもしれませ
ん。

Ａ

管理職研修を実施するとともに人事考課面接時に
所属長から受験勧奨を行うよう依頼した。
また、受験資格要件の期間短縮を図るなどの人事
制度を改正し、受験しやすい環境づくりを行っ
た。

管理職研修を継続実施し庁
内掲示板や所属長を通じて
受験勧奨を行う。女性活躍
推進法に基づく特定事業主
行動計画を履行していく

Ａ

引き続き人事考課面接時の女
性職員への受験勧奨や庁内掲
示板での啓発を行っていただ
きたい。また女性管理職によ
る受験学習会など実施できな
いだろうか。

Ａ

平成28年度に審議会委員による市刊行物の表現に
ついての評価を庁内各関係部署に提示するほか、
職員用定型文内に内閣府広報の手引きと事例集を
記載し、庁内問合せに関しては定型文を紹介し
た。

引き続き庁内関係部署への
周知を行う。

Ａ

引き続き庁内関係部署への周
知徹底を行う。市報や市刊行
物についてガイドラインに従
い男女平等の視点が徹底でき
るようチェック体制を徹底し
ていただきたい。

Ａ

調整のうえ、協働コミュニティ課においてガイド
ライン、事例集を庁内に周知することができた。

協働コミュニティ課作成の
ガイドラインを活用して広
報していく。 Ａ

引き続きガイドラインの活用
を推進するための啓発活動を
継続していただきたい。

Ａ

男女平等参画推進委員会を合計７回開催した。
また、主な議題は第３次男女平等参画推進計画・
配偶者暴力対策基本計画実績評価報告書（平成28
年度）についてです。評価にあたり担当課である
協働コミュニティ課の担当事業について意見交換
会を実施するなど、新しい方法を取り入れなが
ら、評価を実施した。

引き続き、男女平等参画推
進施策の推進に関すること
を審議、検討していく。ま
た、委員会の内容について
は、ホームページで公開し
ていくとともに、会議資料
なども情報公開コーナーに
設置し、閲覧できるように
する。

Ａ

引き続き、男女平等参画推進
委員会での審議について広く
市民に公開し情報提供して
いっていただきたい。

Ａ

平成28年度評価（平成29年度実施）は、「第３次
男女平等参画推進計画・配偶者暴力対策基本計画
実績評価報告書（平成28年度）」として取りまと
め、市長へ報告した。
評価方法については、より実行性のある計画とす
るための評価方法を決定したところであるが、さ
らに担当課である協働コミュニティ課の担当事業
について意見交換会を実施するなど、新しい方法
を取り入れながら、評価を実施した。

引き続き、評価を行う。ま
た、評価報告書は、ホーム
ページで公開していく。

Ａ

引き続き、事業評価を実施し
報告書をホームページで公開
していただきたい。経年で評
価があまり改善されていない
事業については委員会より申
し入れをしていくことも必要
である。
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